
 

 

◆家族編  
 

認知症の方がいなくなったら 
（１）家の中や周辺を探す。 

 

（２）家の中や周辺を探し、見つからない場合は、家族だけで

捜索せず、できる限り早く警察に通報する。 

★ 時間が経つほど行動範囲が広がり、通報の遅れが生存率に関わる。 

★ 警察は通常の捜索の他、にいがたポリス 

 （新潟県警察公式アプリ）で情報提供します。 

 

 

（３）民生委員※１や自治会長、福祉関係者※２などに協力を求

める。 

★ 区役所はハートメールでの周知、出張所は地域によっては防災無線が 

活用可能。 

★ 福祉関係者は、各関係機関に情報を拡散、協力の呼びかけなどが可能 

な場合があります。 

 
もしもに備えて 
（例１）のように、別添【様式１】を参考に必要な情報を記

載した緊急連絡先などを用意しておきます。 

 

（１）行方不明になる危険性が予測される場合は、あらかじめ

警察、民生委員、自治会長、地域住民などに情報を伝え

ておく。 

 

（２）伝える内容、伝えてほしい範囲を明確にして、個人情報

が悪用されないよう注意する。そのため、普段からコミ

ュニケーションを図り、関係性を築いておく。 

★ 福祉関係者は、個人情報に関する守秘義務があり、一般の地域住民 

などに情報を伝える際は、特に注意が必要。 

 

にいがたポリス

のダウンロード

はこちらから 



 

 

（３）認知症の方はいつ症状が変わるかわからないので、普段

から顔写真などをスマートフォンで撮影しておき、その

日の服装なども気にかけるようにしておく。 

 

（例１）【様式１】有事の相談・連絡手順（家族編用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

※１ 正しくは民生委員・児童委員。わかりやすくするため民生委員と表現。 

※２ 西蒲区役所（健康福祉課）、西蒲区社会福祉協議会、地域包括支援センター、支え合 

いのしくみづくり推進員、福祉施設など。 

家族や親族に相談しましょう。

まずは、110番します。

迷う場合は、警察署、交番、派出所に相談しましょう。

相談すると、協力を得られる場合があります。

110番していない場合は、通報協力を依頼しましょう。

担当ケアマネジャーなどがいる場合は

連絡しましょう。

健康福祉課へ連絡をし、ハートメールによる

捜索協力の依頼をします。（区役所開庁時のみ）

岩室・潟東・中之口地区は防災無線で

周知してもらえる場合があります。

0256-72-8362
0256-72-8345

西蒲警察署
0256-72-0110

西蒲区役所
（健康福祉課）

出張所

110番

民生委員・
自治会長など

福祉関係者

家族等 家族・親族

岩室　　0256-82-4111
西川　　0256-88-3111
潟東　　0256-86-3111
中之口　025-375-2712
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